
高第４８５号 

令和６年８月１６日 

 

各指定介護サービス事業所等運営法人代表者  

                       様 

各介護保険施設運営法人代表者 

 

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課長 

 

 

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項及び

システムの運用開始に向けた対応等について 

 

平素より、県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記のことについては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）による改正後の介護

保険法第１１５条の４４の２において、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経

営情報について都道府県知事に報告することとされ、令和６年４月１日より施行されて

います。 

このことについて、厚生労働省から通知及び事務連絡がありましたので、ご確認の上、

適切にご対応いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

＜通知の概要＞ 

１ 報告の対象となる介護サービス事業者（国通知第２(１)） 

  原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。 

ただし、事業者が有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービ

ス事業者については、対象外となります。 

① 介護サービスの対価として支払いを受けた金額が１００万円以下の者 

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な

理由がある者 

 

２ 報告の単位（国通知第２(２)） 

  原則として介護サービス事業所・施設単位での報告となります。 



ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合

については、法人単位で報告を行うことができます。 

 

３ 報告の内容 

  国通知別紙１のとおり 

 

４ 報告の方法（国通知第２(６)） 

  厚生労働省において運営するシステム（介護事業財務情報データベースシステム

（仮称））により行うものとなります（※現在、国においてシステム改修中）。 

 

５ 報告の期限（国通知第２(７)） 

  報告は、毎会計年度終了後、３月以内に行うものとなります。 

ただし、令和６年度内に実施されるべき報告（令和６年３月３１日から同年１２月

３１日までに会計年度が終了する報告）に限り、報告期限は令和６年度末までとなり

ます。 

 

６ 報告に向けてのスケジュール（国事務連絡１） 

  令和６年秋頃     厚生労働省による報告システムにおけるマニュアル・動画

の公表 

  令和７年１月以降   報告システムの運用開始、令和６年度分報告の開始 

  令和７年３月３１日  令和６年度分（初年度分）報告締切 

 

７ 介護サービス事業者において対応をお願いしたい事項（国事務連絡２） 

  報告システムのログインに際しては、ＧビズＩＤのアカウントが必要になります。

アカウント取得には通常１週間程度要しますので、お早めに取得をお願いいたします。 
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